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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザの接触により誘電し、第１、第２、第３、第４のグループにそれぞれ振り分けら
れ、当該グループ順で円周上に配置された検出子と、
　上記第１のグループに振り分けられた上記検出子に一端が接続されると共に上記第３の
グループに振り分けられた上記検出子に他端が接続され、上記第１及び第３のグループに
振り分けられた上記検出子のうち一方のグループの検出子からの誘電に応じて立ち上がり
、上記第１及び第３のグループに振り分けられた上記検出子のうち他方のグループの検出
子からの誘電に応じて立ち下がる第１の信号を生成する第１の信号生成部と、
　上記第２のグループに振り分けられた上記検出子に一端が接続されると共に上記第４の
グループに振り分けられた上記検出子に他端が接続され、上記第２及び第４のグループに
振り分けられた上記検出子のうち一方のグループの検出子からの誘電に応じて立ち上がり
、上記第２及び第４のグループに振り分けられた上記検出子のうち他方のグループの検出
子からの誘電に応じて立ち下がる第２の信号を生成する第２の信号生成部と、
　上記第１の信号及び上記第２の信号の位相差に基づいて上記ユーザが接触したときの移
動方向を検出する回転方向検出部と
　を有する情報処理装置。
【請求項２】
　上記第１及び第２の信号生成部は、
　フリップフロップ回路によって構成されている
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　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　上記グループごとに振り分けられた各検出子を互いに接続し、上記各検出子を上記第１
及び第２の信号生成部にそれぞれ接続する接続回路
　を有する請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　上記検出子は、
　上記グループに各３個ずつ振り分けられている
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　ユーザの接触により誘電し、第１、第２、第３、第４のグループにそれぞれ振り分けら
れ、当該グループ順で円周上に配置された検出子と、
　上記第１のグループに振り分けられた上記検出子に一端が接続されると共に上記第３の
グループに振り分けられた上記検出子に他端が接続され、上記第１及び第３のグループに
振り分けられた上記検出子のうち一方のグループの検出子からの誘電に応じて立ち上がり
、上記第１及び第３のグループに振り分けられた上記検出子のうち他方のグループの検出
子からの誘電に応じて立ち下がる第１の信号を生成する第１の信号生成部と、
　上記第２のグループに振り分けられた上記検出子に一端が接続されると共に上記第４の
グループに振り分けられた上記検出子に他端が接続され、上記第２及び第４のグループに
振り分けられた上記検出子のうち一方のグループの検出子からの誘電に応じて立ち上がり
、上記第２及び第４のグループに振り分けられた上記検出子のうち他方のグループの検出
子からの誘電に応じて立ち下がる第２の信号を生成する第２の信号生成部と、
　上記第１の信号及び上記第２の信号の位相差に基づいて上記ユーザが接触したときの移
動方向を検出する回転方向検出部と
　を有する入力装置。
【請求項６】
　ユーザの接触により誘電し、第１、第２、第３、第４のグループにそれぞれ振り分けら
れ、当該グループ順で円周上に配置された検出子のうち、上記第１のグループに振り分け
られた上記検出子に一端が接続されると共に上記第３のグループに振り分けられた上記検
出子に他端が接続され、上記第１及び第３のグループに振り分けられた上記検出子のうち
一方のグループの検出子からの誘電に応じて立ち上がり、上記第１及び第３のグループに
振り分けられた上記検出子のうち他方のグループの検出子からの誘電に応じて立ち下がる
第１の信号を生成する第１の信号生成ステップと、
　上記第２のグループに振り分けられた上記検出子に一端が接続されると共に上記第４の
グループに振り分けられた上記検出子に他端が接続され、上記第２及び第４のグループに
振り分けられた上記検出子のうち一方のグループの検出子からの誘電に応じて立ち上がり
、上記第２及び第４のグループに振り分けられた上記検出子のうち他方のグループの検出
子からの誘電に応じて立ち下がる第２の信号を生成する第２の信号生成ステップと、
　上記第１の信号及び上記第２の信号の位相差に基づいて上記ユーザが接触したときの移
動方向を検出する回転方向検出ステップと
　を有する情報処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は情報処理装置、入力装置及び情報処理方法に関し、例えば携帯用のオーディオ
機器に適用して好適なものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種のオーディオ機器として、曲選択や曲名入力等の容易化を図るために、い
わゆるジョグダイヤルを搭載したものがある。一般的にジョグダイヤルは、回転部材でな
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る操作子がロータリエンコーダの回転軸に回転自在に取り付けられた機構を有し、ユーザ
の操作により操作子が回転操作されると、ロータリエンコーダが当該操作子の回転に応じ
たパルス信号を発生することにより、当該操作子の回転方向及び回転量が検出されるよう
になされている（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２０００－１５０８８７公報（第４頁、図１及び図２）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、かかる構成のジョグダイヤルにおいては、操作子を回転させる機構であるた
め、オーディオ機器の筐体表面にその分に必要な厚みが生じることとなり、機器全体とし
て小型化を図ることは困難であった。
【０００４】
　また筐体に対する操作子のガタツキを防止するためには、筐体表面と操作子との間にシ
ート等を追加して挟むなどの煩雑さが要求される場合もあり、その結果、構成が複雑化す
るおそれもあった。さらに操作子について、他社との間でデザイン的な差別化を図ること
も困難になっているのが現状である。
【０００５】
　本発明は以上の点を考慮してなされたもので、装置全体として小型化かつ構成の簡易化
を図ることができる情報処理装置、入力装置及び情報処理方法を提案しようとするもので
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　かかる課題を解決するため本発明においては、ユーザの接触により誘電し、第１、第２
、第３、第４のグループにそれぞれ振り分けられ、当該グループ順で円周上に配置された
検出子と、第１のグループに振り分けられた検出子に一端が接続されると共に第３のグル
ープに振り分けられた検出子に他端が接続され、第１及び第３のグループに振り分けられ
た検出子のうち一方のグループの検出子からの誘電に応じて立ち上がり、第１及び第３の
グループに振り分けられた検出子のうち他方のグループの検出子からの誘電に応じて立ち
下がる第１の信号を生成する第１の信号生成部と、第２のグループに振り分けられた検出
子に一端が接続されると共に第４のグループに振り分けられた検出子に他端が接続され、
第２及び第４のグループに振り分けられた検出子のうち一方のグループの検出子からの誘
電に応じて立ち上がり、第２及び第４のグループに振り分けられた検出子のうち他方のグ
ループの検出子からの誘電に応じて立ち下がる第２の信号を生成する第２の信号生成部と
、第１の信号及び第２の信号の位相差に基づいてユーザが接触したときの移動方向を検出
する回転方向検出部とを設けるようにした。
【０００７】
　このように本発明においては、機械的な回転操作部を必要としないため、従来の一般的
なジョグダイヤルに比較して格段と薄型化及び小型化することができる。
【０００８】
　また本発明においては、ユーザの接触により誘電し、第１、第２、第３、第４のグルー
プにそれぞれ振り分けられ、当該グループ順で円周上に配置された検出子のうち、第１の
グループに振り分けられた検出子に一端が接続されると共に第３のグループに振り分けら
れた検出子に他端が接続され、第１及び第３のグループに振り分けられた検出子のうち一
方のグループの検出子からの誘電に応じて立ち上がり、第１及び第３のグループに振り分
けられた検出子のうち他方のグループの検出子からの誘電に応じて立ち下がる第１の信号
を生成する第１の信号生成ステップと、第２のグループに振り分けられた検出子に一端が
接続されると共に第４のグループに振り分けられた検出子に他端が接続され、第２及び第
４のグループに振り分けられた検出子のうち一方のグループの検出子からの誘電に応じて
立ち上がり、第２及び第４のグループに振り分けられた検出子のうち他方のグループの検
出子からの誘電に応じて立ち下がる第２の信号を生成する第２の信号生成ステップと、第
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１の信号及び第２の信号の位相差に基づいてユーザが接触したときの移動方向を検出する
回転方向検出ステップとを設けるようにした。
 
【０００９】
　このように本発明においては、機械的な回転操作部を必要としないため、従来の一般的
なジョグダイヤルに比較して格段と薄型化及び小型化することができる。
【発明の効果】
【００１０】
　上述のように本発明によれば、機械的な回転操作部を必要としないため、従来の一般的
なジョグダイヤルに比較して格段と薄型化及び小型化することができ、かくして装置全体
として小型化かつ構成の簡易化を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下図面について、本願発明の一実施の形態について説明する。
【００１３】
（１）本実施の形態による光ディスク再生装置の構成
　図１において、１は全体として本実施の形態による光ディスク再生装置を示し、ＣＤ（
Compact Disc）等の光ディスク２から音声データＤ１を再生することができるようになさ
れている。
【００１４】
　すなわちかかる光ディスク再生装置１においては、再生時、システム全体の制御を司る
システムコントローラ３は、光ディスク２を所定速度で回転駆動させると共に、光学ピッ
クアップ４から照射させた光ビームＬ１のビームスポット（以下、これを単にビームスポ
ットと呼ぶ）を光ディスク２のデータトラックに沿って径方向へ移動させ、かつトラッキ
ング制御及びフォーカス制御を行わせる。
【００１５】
　システムコントローラ３は、バス５を介してサーボプロセッサ６、復調回路７、信号処
理回路８、出力回路９及び操作部１０に接続されており、これら各回路６～９を必要に応
じて制御して各種動作を実行させ得ると共に、操作部１０から操作内容を受けるようにな
されている。
【００１６】
　光学ピックアップ４は、レーザダイオード、コリメータレンズ、対物レンズ及び受光素
子等の光学系デバイス（図示せず）と、レーザダイオードドライバ等の電気系デバイス（
図示せず）とを有し、システムコントローラ３がサーボプロセッサ６を介してレーザダイ
オードを駆動することにより光ビームＬ１を光ディスク２に向けて発射させる。
【００１７】
　この結果この光ビームＬ１が光ディスク２の記録面において反射し、その反射光Ｌ２に
基づき得られるＲＦ信号Ｓ１が光学ピックアップ４からサーボアンプ１１に与えられる。
サーボアンプ１１は、入力されたＲＦ信号Ｓ１に基づいて、当該ＲＦ信号Ｓ１を２値化し
た２値化信号Ｓ２を復調回路７に送出すると共に、トラッキングエラー信号Ｓ３及びフォ
ーカスエラー信号Ｓ４を生成してサーボプロセッサ６に送出する。
【００１８】
　サーボプロセッサ６は、トラッキングエラー信号Ｓ３に基づいてトラッキングドライブ
信号Ｓ５を生成して増幅器１２を介して光学ピックアップ４内のトラッキングアクチュエ
ータ（図示せず）を駆動することによりトラッキング制御を行う。またサーボプロセッサ
６は、フォーカスエラー信号Ｓ４に基づいてフォーカスドライブ信号Ｓ６を生成して増幅
器１３を介して光学ピックアップ４内のフォーカスアクチュエータ（図示せず）を駆動す
ることによりフォーカス制御を行う。
【００１９】
　さらにサーボプロセッサ６は、トラッキングエラー信号Ｓ３の低域周波数成分を抽出す
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ることによりスレッドドライブ信号Ｓ７を生成して増幅器１４を介してステッピングモー
タ１５を駆動することにより、リードスクリュー１６を回転させながら、光ディスク２上
のビームスポットを光ディスク２の記録面に形成されたデータトラック（プリグルーブ又
はランド）に沿って当該光ディスク２の径方向に移動させる。
【００２０】
　一方、復調回路７は、供給される２値化信号Ｓ２に基づいてスピンドルエラー信号Ｓ８
を生成して増幅器１７を介してスピンドルモータ１８を制御することにより、光ディスク
２を所定速度で回転駆動する。
【００２１】
　また復調回路７は、供給される２値化信号Ｓ２をデコード処理することにより、光ディ
スク２におけるそのときのビームスポットの絶対番地を検出し、これをシステムコントロ
ーラ３に送出する。すなわち復調回路７は、２値化信号Ｓ２をその内部に設けられた所定
の帯域周波数成分を通過範囲とするバンドパスフィルタ回路（図示せず）を通すことによ
り当該２値化信号Ｓ２に含まれるウォブル成分を抽出すると共に、当該ウォブル成分にＦ
Ｍ復調処理を施すことによりそのときビームスポットが位置している光ディスク２上の絶
対番地を検出し、これをセクタアドレス情報Ｓ９としてシステムコントローラ３に送出す
る。
【００２２】
　また復調回路７は、上述のようなデコード処理により得られる光ディスク２上での絶対
番地が変化するごとに（すなわち光ディスク２におけるビームスポットが走査するセクタ
が変わるごとに）、これを知らせるシンク割込信号Ｓ１０をシステムコントローラ２２に
送出する。
【００２３】
　かくしてシステムコントローラ３は、復調回路７から与えられるこれらアドレス情報信
号Ｓ９及びシンク割込信号Ｓ１０に基づいて、光ディスク２におけるそのときの再生位置
を順次認識し、当該認識結果に基づいて光ディスク２から正しく再生し得るように、必要
な制御処理を実行する。
【００２４】
　さらに復調回路７は、供給される２値化信号Ｓ２をデコード処理することにより、光デ
ィスク２に記録されている映像及び音声等のコンテンツを表すセクタデータ情報信号Ｓ１
１を得て、信号処理回路８に送出する。信号処理回路８は、セクタデータ情報信号Ｓ１１
に基づいて、記録前の元のフォーマットでなる音声データＤ１を生成した後、スピーカ及
び外部端子等を有する出力回路９に送出する。
【００２５】
　このようにしてこの光ディスク再生装置１では、光ディスク２に記録されている音声デ
ータＤ１を再生して、スピーカを介して音声を放音させ、又は必要に応じて外部に送出す
ることができるようになされている。
【００２６】
（２）本実施の形態による誘導型タッチスイッチ部の構成
　この光ディスク再生装置１における操作部１０には、各種の所定機能が割り当てられた
ボタン群（図示せず）のみならず、ジョグダイヤル機能をもつ誘導型タッチスイッチ部１
０Ａ（図２）が設けられている。
【００２７】
　この誘導型タッチスイッチ部１０Ａは、図３に示すように、操作部１０の表面に露出さ
れた異方性導電材でなる輪状平板のタッチ部１０Ｔに被覆されるように、導電材でなる複
数のタッチプレート１０Ｐ１～１０Ｐ１２が所定の角間隔を保って連続的に配置された構
成を有する。
【００２８】
　このタッチ部１０Ｔを介してユーザの指が接触されると、当該タッチ部１０Ｔを介して
接触方向に位置するタッチプレート１０Ｐ１～１０Ｐ１２のみが、ユーザの人体をアンテ
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ナとして商業用電源でなるいわゆる電源ハムノイズが誘起されるようになされている。
【００２９】
　この誘導型タッチスイッチ部１０Ａは、２系統のタッチスイッチ部（以下、これをそれ
ぞれ第１及び第２のタッチスイッチ部と呼ぶ）１０ＡＸ、１０ＡＹからなり、複数のタッ
チプレート１０Ｐ１～１０Ｐ１２が第１及び第２のタッチスイッチ部１０ＡＸ、１０ＡＹ
に属するもの同士で互い違いに隣り合うように配置されている。
【００３０】
　そして第１及び第２のタッチスイッチ部１０ＡＸ、１０ＡＹから出力される２系統の出
力信号Ｓ１２Ａ、Ｓ１２Ｂ（図２）が、バス５を介してシステムコントローラ３に送出さ
れると、当該システムコントローラ３は、内部に設けられた位相比較回路３Ａを用いて、
双方の出力信号Ｓ１２Ａ、Ｓ１２Ｂの位相差に基づいてユーザが接触した指の移動方向及
び移動量を算出するようになされている。
【００３１】
　実際に誘導型タッチスイッチ部１０Ａの詳細構成を図４に示す。この図４において、誘
導型タッチスイッチ部１０Ａを構成する第１及び第２のタッチスイッチ部１０ＡＸ、１０
ＡＹは、それぞれＲＳ型フリップフロップ回路２０Ａ、２０Ｂを有し、タッチプレート１
０Ｐ１、１０Ｐ５、１０Ｐ９（「Ａ１」に属するもの）及び１０Ｐ２、１０Ｐ６、１０Ｐ

１０（「Ａ２」に属するもの）が抵抗Ｒ１及びＲ３を介してセット信号入力端に接続され
ると共に、タッチプレート１０Ｐ３、１０Ｐ７、１０Ｐ１１（「Ｂ１」に属するもの）及
び１０Ｐ４、１０Ｐ８、１０Ｐ１２（「Ｂ２」に属するもの）が抵抗Ｒ２及びＲ４を介し
てリセット信号入力端に接続されている。
【００３２】
　これら第１及び第２のタッチスイッチ部１０ＡＸ、１０ＡＹにおいても、複数のタッチ
プレート１０Ｐ１～１０Ｐ１２のうち、ＲＳ型フリップフロップ回路２０Ａ、２０Ｂのセ
ット信号入力端に接続されるタッチプレート１０Ｐ１、１０Ｐ５、１０Ｐ９（「Ａ１」に
属するもの）及び１０Ｐ２、１０Ｐ６、１０Ｐ１０（「Ａ２」に属するもの）と、リセッ
ト信号入力端に接続されるタッチプレート１０Ｐ３、１０Ｐ７、１０Ｐ１１（「Ｂ１」に
属するもの）及び１０Ｐ４、１０Ｐ８、１０Ｐ１２（「Ｂ２」に属するもの）とが、互い
違いに隣り合うようにそれぞれ配置されている。
【００３３】
　これらＲＳ型フリップフロップ回路２０Ａ、２０Ｂにおけるセット信号入力端及びリセ
ット信号入力端の前段には、それぞれ抵抗Ｒ５～Ｒ８がバイアスとして電源（図示せず）
に接続されている。これらの抵抗Ｒ５～Ｒ８は、上述の抵抗Ｒ１～Ｒ４が10〔ｋΩ〕に設
定されているのに対して、10〔ＭΩ〕と1000倍も高い値に設定されており、対応するタッ
チプレート１０Ｐ１～１０Ｐ１２から電源ハムノイズが誘導されない場合に、当該抵抗Ｒ
５～Ｒ８を介して電源から供給される電圧に基づきセット信号入力端を「Ｈ」レベルとさ
せて、ＲＳ型フリップフロップ回路２０Ａ、２０Ｂの出力レベルを直前の状態に記憶させ
るようになされている。
【００３４】
　ここで図５（Ａ）において、ユーザが指でタッチ部１０Ｔを介して第１のタッチスイッ
チ部１０ＡＸに属するタッチプレート１０Ｐ１（１０Ｐ５、１０Ｐ９）（「Ａ１」に属す
るもの）を接触する（時点ｔ１）と、当該タッチプレート１０Ｐ１（１０Ｐ５、１０Ｐ９

）を介して人体をアースとして誘起される電源ハムノイズにより、ＲＳ型フリップフロッ
プ回路２０Ａのセット信号入力端ＰＳがほぼグランドＧＮＤに接地された状態となり（図
５（Ｂ）（ａ））、このときリセット信号入力端ＰＲが電源電圧ＶＤＤにより「Ｈ」レベ
ルであることから（図５（Ｂ）（ｂ））、出力信号Ｓ１２Ａは「Ｈ」レベルとなる（図５
（Ｂ）（ｃ））。
【００３５】
　そしてユーザがタッチ部１０Ｔを接触するもののタッチプレート１０Ｐ１（１０Ｐ５、
１０Ｐ９）も接触しない状態（時点ｔ１～ｔ２）では、ＲＳ型フリップフロップ回路２０
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Ａのセット信号入力端ＰＳが電源電圧ＶＤＤにより「Ｈ」レベルとなり（図５（Ｂ）（ａ
））、このときリセット信号入力端ＰＲも「Ｈ」レベルであることから（図５（Ｂ）（ｂ
））、出力信号Ｓ１２Ａは直前の状態のまま「Ｈ」レベルを維持する（図５（Ｂ）（ｃ）
）。
【００３６】
　続いてユーザが指でタッチ部１０Ｔを介してタッチプレート１０Ｐ３（１０Ｐ７、１０
Ｐ１１）（「Ｂ１」に属するもの）を接触する（時点ｔ２）と、当該タッチプレート１０
Ｐ３（１０Ｐ７、１０Ｐ１１）を介して人体をアースとして誘起される電源ハムノイズに
より、ＲＳ型フリップフロップ回路２０Ａのリセット信号入力端ＰＲがほぼグランドＧＮ
Ｄに接地された状態となり（図５（Ｂ）（ａ））、このときセット信号入力端ＰＳが電源
電圧ＶＤＤにより「Ｈ」レベルであることから（図５（Ｂ）（ｂ））、出力信号Ｓ１２Ａ
は「Ｌ」レベルと反転する（図５（Ｂ）（ｃ））。
【００３７】
　このように第１及び第２のタッチスイッチ部１０ＡＸ、１０ＡＹは、複数のタッチプレ
ート１０Ｐ１～１０Ｐ１２のうちユーザが接触したタッチ部１０Ｔに位置するタッチプレ
ート１０Ｐ１～１０Ｐ１２を検出するためのパルス信号でなる出力信号Ｓ１２Ａ、Ｓ１２
Ｂをそれぞれ出力する。
【００３８】
　具体的には、図６に示すように、複数のタッチプレート１０Ｐ１～１０Ｐ１２のうち第
１のタッチスイッチ部１０ＡＸに属するタッチプレート１０Ｐ１を基準として、ユーザが
タッチ部１０Ｔを介して指を接触させながら、矢印ａ方向（＋方向）又は矢印ｂ方向（－
方向）に移動させていく場合について説明する。
【００３９】
　まずユーザが指をタッチ部１０Ｔを介してタッチプレート１０Ｐ１に接触しながら矢印
ａ方向にそのままタッチプレート１０Ｐ６まで移動する場合、第１のタッチスイッチ部１
０ＡＸからの出力信号Ｓ１２Ａは、図７（Ａ）に示すように、基準となるタッチプレート
１０Ｐ１からタッチプレート１０Ｐ３までは「Ｈ」レベルであり、当該タッチプレート１
０Ｐ３から反転してタッチプレート１０Ｐ５まで「Ｌ」レベルとなり、当該タッチプレー
ト１０Ｐ５から再び「Ｈ」レベルに反転する。
【００４０】
　一方、第２のタッチスイッチ部１０ＡＹからの出力信号Ｓ１２Ｂは、図７（Ｂ）に示す
ように、タッチプレート１０Ｐ２からタッチプレート１０Ｐ４までは「Ｈ」レベルであり
、当該タッチプレート１０Ｐ４から反転してタッチプレート１０Ｐ６まで「Ｌ」レベルと
なり、当該タッチプレート１０Ｐ６から再び「Ｈ」レベルに反転する。
【００４１】
　これに対して、ユーザが指をタッチ部１０Ｔを介してタッチプレート１０Ｐ１に接触し
ながら矢印ｂ方向にそのままタッチプレート１０Ｐ８まで移動する場合、第１のタッチス
イッチ部１０ＡＸからの出力信号Ｓ１２Ａは、図７（Ｃ）に示すように、基準となるタッ
チプレート１０Ｐ１からタッチプレート１０Ｐ１１までは「Ｈ」レベルであり、当該タッ
チプレート１０Ｐ１１から反転してタッチプレート１０Ｐ９まで「Ｌ」レベルとなり、当
該タッチプレート１０Ｐ９から再び「Ｈ」レベルに反転する。
【００４２】
　一方、第２のタッチスイッチ部１０ＡＹからの出力信号Ｓ１２Ｂは、図７（Ｄ）に示す
ように、タッチプレート１０Ｐ１２からタッチプレート１０Ｐ１０までは「Ｌ」レベルで
あり、当該タッチプレート１０Ｐ１０から反転してタッチプレート１０Ｐ８まで「Ｈ」レ
ベルとなり、当該タッチプレート１０Ｐ８から再び「Ｌ」レベルに反転する。
【００４３】
　かくしてシステムコントローラ３（図２）は、第１及び第２のタッチスイッチ部１０Ａ
Ｘ、１０ＡＹから出力される２系統の出力信号Ｓ１２Ａ、Ｓ１２Ｂを位相比較部３Ａに受
け取ると、双方の出力信号Ｓ１２Ａ、Ｓ１２Ｂの位相差を比較することにより、ユーザが
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接触した指の移動方向及び移動量を算出し得るようになされている。
【００４４】
　この後システムコントローラ３は、ユーザが接触した指の移動方向及び移動量に基づい
て、対応する操作内容に応じた各種処理（曲選択や曲名入力等）を実行するようになされ
ている。
【００４５】
（３）本実施の形態による動作及び効果
　以上の構成において、光ディスク再生装置１では、操作部１０の誘導型タッチスイッチ
部１０Ａにおけるタッチ部１０Ｔをユーザが指で接触しながら所望方向に移動すると、当
該接触位置に対応するタッチプレート（１０Ｐ１～１０Ｐ１２）が順次接触されることか
ら、当該各タッチプレート（１０Ｐ１～１０Ｐ１２）間の接触時間及びその順番に応じて
得られる２系統の出力信号Ｓ１２Ａ、Ｓ１２Ｂの位相差に基づいて、ユーザが接触した指
の移動方向及び移動量を検出することができる。
【００４６】
　かくしてユーザはあたかも一般的なジョグダイヤルを操作している場合と同様の操作で
各種の操作内容を入力することができる。さらに一般的なジョグダイヤルと異なり、ユー
ザが操作する開始位置を特定しなくて済むことから、操作範囲に自由度を増すことができ
るという利点がある。
【００４７】
　また誘導型タッチスイッチ部１０Ａの構成を上述のような所定の配列状態に設けられた
複数のタッチプレート１０Ｐ１～１０Ｐ１２を有する構成にしたことにより、操作部１０
の構造を従来の一般的なジョグダイヤルに比較して格段と薄型化及び小型化することがで
きる。
【００４８】
　さらに操作部１０に設けられる誘導型タッチスイッチ部１０Ａはタッチ部１０Ｔのみが
筐体表面から露出した構造であることにより、容易に防水性を増加させることができるの
みならず、一般的なジョグダイヤルのような操作子のガタツキを回避するための機構を設
ける必要がなくて済む。
【００４９】
　さらに誘導型タッチスイッチ部１０Ａに設けられたタッチ部１０Ｔを介して各タッチプ
レート１０Ｐ１～１０Ｐ１２を接触するにあたって、ユーザの人体をアンテナとする電源
ハムノイズを誘起させる手法でセンサ機能を構築するようにしたことにより、人体以外の
物体が接触した場合でも誤動作を未然に防止することができる。
【００５０】
　以上の構成によれば、この光ディスク再生装置１において、操作部に所定の配列状態で
設けられた複数のタッチプレート１０Ｐ１～１０Ｐ１２を有する誘導型タッチスイッチ部
１０Ａを設け、当該各タッチプレート１０Ｐ１～１０Ｐ１２にユーザの人体をアンテナと
する電源ハムノイズを誘起させる手法によるセンサ機能を持たせるようにしたことにより
、操作部１０の構造を従来の一般的なジョグダイヤルに比較して格段と薄型化することが
でき、かくして光ディスク再生装置１全体の構成を小型化かつ構成の簡易化を図ることが
できる。
【００５１】
（４）他の実施の形態
　なお上述のように本実施の形態においては、本発明を図１のような光ディスク再生装置
１に適用するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、要は外部入力に
よる操作内容に応じた各種処理を実行することができれば、ＤＶＤ（Digital Versatile 
Disk）等の記録及び又は再生装置のみならず、ＭＤ（Mini Disc）等の光磁気ディスクの
記録及び又は再生装置やビデオカメラ、携帯電話機など、この他種々の構成の情報処理装
置に広く適用することができる。
【００５２】
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　また上述のように本実施の形態においては、外部から各種の操作内容を入力するための
入力手段（入力装置）を、図１に示す操作部１０及びシステムコントローラ３から構成す
るようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、この他種々の構成のものに
広く適用するようにしても良い。
【００５３】
　この場合、所定の配列状態で設けられ、ユーザの接触により誘電する複数の検出子とし
て、誘導型タッチスイッチ部１０Ａに設けられた複数のタッチプレート１０Ｐ１～１０Ｐ

１２を適用し、当該各タッチプレート１０Ｐ１～１０Ｐ１２にユーザの人体をアンテナと
する電源ハムノイズを誘起させる手法によるセンサ機能を持たせるようにした場合につい
て述べたが、ユーザの接触により誘電するのであれば、この他種々の構成のものに広く適
用することができる。さらには各検出子を透明電極から構成すれば、本発明を透過型パネ
ルにも適用することができる。
【００５４】
　その際、複数のタッチプレート（検出子）１０Ｐ１～１０Ｐ１２を輪状に所定間隔で配
列するようにした場合について述べたが、情報処理装置の筐体構造に合わせて所望の形状
（直線形状や湾曲形状）に所定間隔で配列するようにしても各検出子からユーザの接触に
よる検出結果を得て、当該接触の移動方向及び移動量を算出することができれば、本実施
の形態の場合と同様の効果を得ることができる。
【００５５】
　また複数のタッチプレート（検出子）１０Ｐ１～１０Ｐ１２の配列状態として、本実施
の形態の場合は、第１及び第２のタッチスイッチ部１０ＡＸ、１０ＡＹに属するもの同士
で互い違いに隣り合うように配置するようにした場合について述べたが、本発明はこれに
限らず、当該接触の移動方向及び移動量を算出することができれば、各検出子の配列状態
は種々のパターンに広く適用するようにしても良い。
【００５６】
　さらに上述のように本実施の形態においては、複数のタッチプレート（検出子）１０Ｐ

１～１０Ｐ１２のうち少なくとも２以上のタッチプレート（検出子）からユーザの接触に
よる検出結果が得られたとき、当該検出結果に基づいて、接触の移動方向及び移動量を算
出する算出手段として、システムコントローラ３の位相比較部３Ａ（図２）を適用するよ
うにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、この他種々の構成のものに広く
適用するようにしても良い。
【００５７】
　さらに上述のように本実施の形態においては、各タッチプレート（検出子）１０Ｐ１～
１０Ｐ１２間の接触時間及び接触順番に応じて得られた複数の出力信号Ｓ１２Ａ、Ｓ１２
Ｂを生成する信号生成手段を、誘導型タッチスイッチ部１０Ａの第１及び第２のタッチス
イッチ部１０ＡＸ、１０ＡＹから構成するようにした場合について述べたが、本発明はこ
れに限らず、システムコントローラ（算出手段）３がユーザの接触の移動方向及び移動量
を算出することができれば、この他種々の出力信号を生成する構成のものを広く適用する
ようにしても良い。
【産業上の利用可能性】
【００５８】
　情報処理装置、入力装置及び情報処理方法において、携帯型のオーディオ機器や携帯電
話機などに適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】本実施の形態による光ディスク再生装置の構成を示すブロック図である。
【図２】図１に示す操作部及びシステムコントローラの構成を示す略線的なブロック図で
ある。
【図３】誘導型タッチスイッチ部の外観構成を示す略線的な平面図である。
【図４】誘導型タッチスイッチ部の詳細構成を示すブロック図である。
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【図５】第１のタッチスイッチ部における動作状態の説明に供するブロック図及びタイミ
ングチャートである。
【図６】複数のタッチプレートの配列状態の説明に供する略線的な平面図である。
【図７】第１及び第２のタッチスイッチ部における動作状態の説明に供するタイミングチ
ャートである。
【符号の説明】
【００６０】
　１……光ディスク再生装置、２……光ディスク、３……システムコントローラ、３Ａ…
…位相比較部、１０……操作部、１０Ａ……誘導型タッチスイッチ部、１０ＡＸ……第１
のタッチスイッチ部、１０ＡＹ……第２のタッチスイッチ部、１０Ｐ１～１０Ｐ１２……
タッチプレート、１０Ｔ……タッチ部、２０Ａ、２０Ｂ……ＲＳ型フリップフロップ回路
、Ｓ１２Ａ、Ｓ１２Ｂ……出力信号。

【図１】 【図２】

【図３】
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